
あきる野市安全・安心まちづくり協議会 会議録

開催日時 令和６年２月５日（月）午後２時００分～４時００分

開催場所 あきる野市役所 ５階５０３会議室

出席委員 警視庁五日市警察署長代理、警視庁福生警察署生活安全課長代理、東京消防庁秋川消

防署長代理、あきる野市町内会・自治会連合会長、西多摩地区保護司会あきる野分区長、

あきる野市民生児童委員協議会代表会長、福生警察署管内防犯協会副会長、五日市防犯

協会長、福生交通安全協会秋川支部長、五日市交通安全協会五日市４支部代表、あきる

野商工会長、秋川農業協同組合代表理事組合長、あきる野市立小中学校ＰＴＡ連合会長、

あきる野市青少年健全育成地区委員会連絡会長、あきる野市総務部長

事 務 局 地域防災課交通防犯係、教育総務課学務係、子ども政策課子ども政策係

１ 開 会

【事務局】

本日はご多用の中、お集まりいただき大変ありがとうございます。これより、あきる野市

安全・安心まちづくり協議会を開会いたします。なお、本日は、１５名の委員に出席いただ

いております。委員総数１７名の過半数を超えておりますので、本協議会につきましては、

規則７条第３項によって成立していますので、お知らせいたします。それでは、会議の次第

に沿って始めさせていただきます。はじめに市長よりご挨拶をいただきます。

２ 挨 拶

【市 長】

皆さんこんにちは、あきる野市長の中嶋です。あきる野市安全・安心まちづくり協議会開

催に当たりまして、一言挨拶申し上げます。まず、はじめに能登半島地震から１か月が経過

しましたが、まだまだ復興は始まったばかりであります。被災された方々に、心からお見舞

い申し上げます。あきる野市としましては、現在義援金の募集を続けております。また、

２６市でブロック分けをし、東京都を窓口として、必要要請がありましら、東京都へ行き事

務的な罹災証明など、行政としてサポートできるお手伝いを行政ごとに順番に行っている状

態です。長く続くと思いますので、できうる限り応援し、お手伝いして行きたいと思いま

す。

さて、皆様方には、日頃より市民の安全安心の為にご尽力をいただいておりますこと、こ

の場を借りて御礼申し上げます。また、本日は足下が悪い中、また大変お忙しい中、お集ま

りいただきありがとうございます。本協議会におかれましては、五日市、福生の両警察署か

ら犯罪発生状況について、また秋川消防署からは災害発生状況について、ご報告をいただき

ます。また、市からは地域防災課、教育総務課、子ども政策課から、それぞれが担当する安

全安心の取組を報告させていただきます。市の安全安心を推進していくためには、多くの

方々に関心を寄せていただき、そして参加していただくことが大切だと考えております。委

員の皆様には、本日の報告内容や日頃感じられていることなど、ご意見をいただき、本日の

会議をあきる野市の安全安心の推進に有意義な場としていただきますようお願いいたしまし

て、私からの挨拶とさせていただきます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします



３ 委員の紹介

【事務局】

市長は公務のため、ここで退席とさせていただきます。市長ありがとうございました。

それでは続きまして次第の３、委員の紹介に移らさせていただきます。恐れ入ります

が、ここからは着座にて失礼させていただきます、よろしくお願いいたします。

当協議会は、平成１７年にあきる野市安全・安心まちづくり条例、そしてあきる野市安

全・安心協議会規則に基づいて設置されたものでございます。協議会委員の任期は２年間

となっており、現在の委員の皆様の任期につきましては、令和５年８月１日から令和７年

７月３１日までとなっております。なお、異動等により委員を交代した場合は、前任者の

残任期間を引き継ぐこととなっております。どうぞよろしくお願いします。それでは、委

嘱後最初の協議会となりますので、自己紹介を連合会長から順にお願いいたします。

（出席委員自己紹介）

（事務局自己紹介）

【事務局】

本日、あきる野市消防団長、また、あきる野市小中学校校長会会長が都合で欠席されて

おります。

４ 議 事

（１）あきる野市安全・安心まちづくり協議会の会長及び副会長の選出について

【事務局】

それでは、４の議事に入らせていただきます。はじめに（１）あきる野市安全・安心ま

ちづくり協議会の会長及び副会長の選出についてでございます。協議会規則第６条に基づ

きまして、これより会長及び副会長を委員の皆様より互選いただくこととなります。同条

で会長は会を総括し協議会を代表する、副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、そ

の職務を代理する。となっております。それでは互選となりますが、いかがでしょうか。

（一任）

「一任」との声が上がりましたので、当協議会の慣例となっておりますが、これまで、会

長を町内会・自治会連合会長、また、副会長を小中学校校長会会長にお願いしているとこ

ろでございます。このことから、連合会長に会長を、本日欠席されておりますが、小中学

校校長会長に副会長をお願いできたらと思いますが、皆様いかがでしょうか。

（「異議なし」との声あり）

ありがとうございます。なお、小中学校校長会長には、皆様の総意が得られた時には副

会長にと、あらかじめお話ししておりまして、そのときには引き受けていただけると聞い

ておりますので、会長に連合会長、副会長に小中学校校長会会長にお願いしたいと思いま

すので、よろしくお願いします。それでは、連合会長、会長席の方へお願いします。会長

になられました、連合会長から一言ご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

【会 長】

改めまして皆様こんにちは。席が替わると景色も変わりますが、安全安心ということ

は、私たち市民にとって一番大切なことだと思います。このことについて安全安心な都内

で一番、日本で一番安心安全なまちにしていただくよう、ご支援のほど、どうぞよろしく

お願いいたします。

【事務局】

ありがとうございました。それでは協議会規則第７条第２項により、会議の議長は、会



長をもって充てることとなっておりますので、これより先の議事につきましては、連合会

長に議長をお願いいたします。よろしくお願いします。

（２）あきる野市の犯罪発生状況等について

【議 長】

それでは、会長が議長を務めるということになっておりますので、私の方で進めさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは次第の４（２）あきる野市の犯罪発生状況につきまして、五日市、福生、両警

察署からのご説明をいただきたいと思います。質問等は両警察の説明が終わった後でお願

いいたします。先に五日市警察署からお願いいたします。

【委員代理】

五日市警察署から犯罪発生状況について説明させていただきます。日頃から警察の活動

につきまして、ご理解とご協力ありがとうございます。お配りしている資料は、手集計で

すので確定ではないことをご了承願います。管内の刑法犯の認知件数でございますが、令

和５年は２３３件、前年比プラス１０８件となりまして、２倍まで行かないものの約

８６％増加しています。都内の刑法犯の認知件数は、令和５年１２月で約８万９千件、例

年比プラス１万件を超え、約１３．５％の増加となっております。増加率を見ますと、

８６％は、警視庁の方でも高いものとなっております。どのような犯罪が増えているかと

いうと、特に目立っているのが自転車盗になります。自転車盗につきましては、警視庁全

体でも増加傾向にありますが、五日市署管内では昨年度５６件発生しており、例年に比べ

ると４０件の増加でございます。自転車盗につきましては、令和２年頃からコロナの関係

もあり減少傾向にありましたが、昨年はコロナ前の件数を上回ってしまったということで

ございます。五日市警察署管内での主な被害発生場所は、武蔵五日市駅、武蔵増戸駅、日

の出イオンモールの駐輪場で、ほとんどがここからになります。鍵をしていなくて、戻っ

たら無くなっていたというのがほとんどです。自転車盗というのは、凶悪犯罪ではござい

ません。軽い気持ちで勝手に持って行くようです。警察としては、食い止めるために、駐

輪場で防犯協会やボランティアの方々と、鍵をかけましょうキャンペーンの呼びかけをい

たしました。不審な者への呼びかけや検挙に力を入れ、一時的に少なくなったものの、ま

だまだ継続した対策が必要と考えております。

続いて、特殊詐欺でございますが、令和５年は７件の被害で、被害額は５８５万円にな

りました。どのような被害があったかというと、オレオレ詐欺ですが、息子を騙りまして

鞄を無くした、お金が必要だと言うもので、お金を取りに来た知り合いという男にお金を

渡してしまった、というオレオレ詐欺。それと役所騙りで医療費が戻ると言う、還付金詐

欺が発生しました。７件発生しましたが、うち５件は検挙に結びついております。そし

て、アポ電の通報数が９５件ございました。アポ電というのは、詐欺の犯人からのだまし

の電話ですが、昨年の９５件は、令和４年の４９件に比べると２倍近くになっておりま

す。アポ電がありましたと警察に通報した数だけですので、アポ電があった時、警察に通

報しないことがほとんどだと思いますので、実際にはもっとアポ電が入っていると思いま

す。受け子を近くで待機させまして、名簿を見ながら順番に電話を入れますので、アポ電

が入りますと近所にも入ることから、メールで注意喚起したり、防災無線の依頼、銀行と

かコンビニに連絡をし、アポ電が入っていますと、注意を呼びかけております。今、警視

庁本部の特殊詐欺対策センターからご家庭に「アポ電が入っています」と注意喚起の電話

を入れたりもしています。未然防止でございますが、令和５年で１３件になります。銀行

の方が窓口で、慌ててお金を下ろしに来た高齢者を通報したり、コンビニの店員がアップ

ルカードを購入しようしている方がおかしいということで１１０番したり、ＡＴＭで役場

騙りの詐欺があったが、後ろに並んでいる人が役場の方で、役場の職員が未然に防止して

いただくこともございました。特殊詐欺にあわない対策としては、詐欺で自分は騙されな

いという方がほとんどですが、電話に出ると騙されてしまうので、電話に出ないというこ

とを１番の対策としています。資料に付けましたけれども、無償サービスのＮＴＴのナン

バーディスプレイへの加入を促進しているところでございます。最近は国際電話を利用し



た詐欺の電話が増加しておりますが、これは発着信を休止できるというもので、国際電話

が必要無いという方には勧めております。また、実行犯を生まない対策として、闇バイト

に加担しないような対策をしています。高校は、五日市高校１つがございまして、中学生

の受け子も居ますので、中学校にも行っております。大学はないのですが、日の出町にあ

る亜細亜大学の寮に行かせていただきまして、啓発活動を実施しております。

最後になりますが、昨年１０月にはイオンモールでＴＯＫＩＯの城島茂特殊詐欺特別支

援官をお呼びしまして、地域安全のつどいを実施しました。劇団員による特殊詐欺の劇と

か支援官の講話で、特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。ご協力ありがとうございまし

た。以上になります。

【議 長】

ありがとうございます。 それでは福生警察署の方お願いいたします。

【委員代理】

それでは福生警察署からお話をさせていただきます。犯罪と抑止対策について、書類を

見ながらお話しします。五日市署からお話がありました、犯罪の発生傾向は、福生警察署

管内でも同じような傾向です。ただ数が多く、福生警察署は５倍の被害がありますので、

警察と地域のボランティアに協力をいただきながら、防犯対策活動をやっております。去

年、刑法犯は１，２９７件で前年より３２１件増加していることになります。主な被害発

生状況は、自転車盗が約５２０台、手集計ですけれども１日１台以上盗まれている状況で

す。やはり鍵をかけていないということで、盗まれるケースが多くございます。あきる野

市の方で説明せていただくと東秋留駅、秋川駅から盗まれることがございます。また、最

近はマンションとか集合住宅の駐輪場から盗まれるケースもございます。足代わりとして

幹線通り沿いなど、大きな通り沿いの自転車が盗まれている状況です。秋川地区について

は、刑法犯プラス１００件、自転車盗は前年プラス４５件となります。

続いては特殊詐欺について説明します。福生警察署管内では３６件の被害、前年比プラ

ス９件で、最近は還付金詐欺が多く、３市１町において役所騙りで電話をし、ＡＴＭへ誘

導する詐欺が多いです。昨年２月にピーポ君と各自治体マスコット達に集まって貰い、Ａ

ＴＭに誘導することがないと宣言をしていただいたところでございます。還付金詐欺の被

害防止をするために、農協、りそな銀行に協力をいただいて、市役所の職員がお金を振り

込むことはありません、という音声ポップを置かせていただいております。今年、りそな

銀行で、高齢者の方が振り込もうとしましたが、音声を聞き、交番に確かめたことで、被

害を防止しました。皆様も携帯を使いＡＴＭを使っている方を見かけたら、声をかけてい

ただいて１１０通報していただけたらと思います。また、アポ電は、あきる野市役所にご

協力いただいて、防災無線で皆様方に注意喚起していただいている次第でございます。防

災無線は、各自治体の皆様が聞いていただいているということで、引き続きご協力の方お

願いいたします。それで、特殊詐欺で１番多いのが赤いチラシでして、ご覧ください。偽

警告のインターネット詐欺ということで、ウイルスに感染した警告画面を消すにはコンビ

ニに行って、電子マネーを買ってください、というのが横行しています。特殊詐欺という

と高齢者ばかりと思いますが、年齢問わず発生しています。インターネットは誰が引っか

かるか分からないのです。警告画面が出た場合は、警告画面に電話番号が書いてあります

が、絶対にかけないようにしていただけたらと思います。ウイルス対策用ソフトを更新し

て、被害に遭わないようにしていただけたらと思います。

３番の防犯カメラの設置状況は、市役所の方や市民の皆様などに協力いただいて、防犯

カメラを付けていただいております。犯人は見られることがいやだと思いますので、防犯

カメラという機械の見る目と、街の方や防犯協会でパトロールしていただき、この２つの

目とともに、街の安全を守っていきたいと考えております。もう１つ、紫色のチラシのデ

ジポリスというものを入れさせていただきました。警視庁の防犯アプリになりますが、メ

ールけいちょうという形で特殊詐欺の電話があった時、皆様に、電話に気をつけてくださ

いとか、子どもの犯罪でこんな被害が発生しましたなど、逐一情報を入手できますので活

用していただけたらと思います。便利な機能としては防犯ブザーがありまして、電車内で

声を上げづらいこともございますので、文字で「痴漢されていませんか」と男の人が女の



人に示していただければと思います。過去にもこちらを使い検挙した話も聞いておりま

す。声を上げづらい女性もこちら押すと「やめてください」と音声が出ますので、是非と

もこのアプリをお近くの方に普及させてください。私からは以上となります。

【議 長】

ありがとうございました。あきる野市の犯罪発生状況等についてご意見ご質問ございま

せんか。

【委 員】

学校からの手紙の中で、最近自撮り被害が出てますというのを拝見して、そういう被害

というのは担当されてますか。

【委員代理】

自撮り被害と言うことで、今のところ福生警察の方で取り扱っているというのはないで

す。ただ、ネット犯罪は多いので、ネットの利用方法を説明し指摘しているところです。

【委員代理】

五日市署もないです。

【議 長】

昨年、東秋留駅に自転車を置いていたところ盗まれて、１泊旅行に行ったとき、たまた

まうちのすぐ近くに乗り捨ててられおり、行ってみたら私のでした。鍵をかけていなかっ

たんですけど、電車が出ちゃうと慌てて鍵かけようしたが、かからずそのまま行ったら盗

まれちゃったということですね、鍵をかけることは大事だと思います、私事ですが。他に

何かございませんか。

【委 員】

デジポリスを利用してるんですけど、牛浜の方で刃物を持った人がいて、怖かったねと

言ってもご存じなくて、これ来てるんだよと話したりしてます。その中で声かけ被害が例

年より多くなってる気がしてるんですけど、情報を提供してくださっているから、多く感

じてるのでしょうか。

【委員代理】

牛浜の方は、刑事課がすぐ対応しました。去年と比較はしてないが、変わらないです。

【委員代理】

五日市署も声かけとかはないです。子どもに対する犯罪が今年２件ありますが、不審者

の声かけではないです。

【議 長】

他にはいかがですか。無いようですので、ありがとうございました。それではあきる野

市の災害発生状況等について秋川消防署さんの方から説明お願いします。

（３）あきる野市の災害発生状況等について

【委員代理】

令和５年火災状況とカラーのプリントについて説明します。この２枚は、あきる野市で

昨年１１月に新聞を取られている方を対象に折り込み広告として入れております。このチ

ラシは市民の方を対象に防災訓練や防災指導の時に同じ内容を説明させていただいており

ます。最初に令和５年火災状況から説明します。秋川消防署管内は、あきる野市以外に日

の出町と檜原村の３市町村を抱えておりまして、火災は全部で４２件、令和４年と比べプ



ラス６件。中でも、あきる野市は２８件、マイナス４件です。火災種別では、建物火災は

住宅火災１１件、去年とプラスマイナス０件、車両火災は２件、去年よりプラス２件、幸

いなことに林野火災は０件、その他火災は、屋外でゴミが燃えたり、河川敷の草が燃えた

りしたものを、その他火災と呼んでいますが、その件数が１５件で、マイナス６件。令和

４年のその他火災が多い理由としては、同じような場所に拳大くらいの燃やされた形跡が

あり、１つ２つ３つと発見されると、それで３件と数値になっている形です。イメージ的

に言いますと令和４年、５年とでほぼ件数に変化がないと思います。燃損床面積では令和

５年２２０㎡で令和４年と比べるとマイナス９０３㎡と大きく減ってますが、令和４年に

網代で８４５㎡の作業所での火災があり、その面積が引かれたような状態になります。

火災による死者、けが人については、０人と一番良かったと思います。救急車の３市町

村の出場回数は、５，６６２件、令和４年より６０９件多く、あきる野市は４，５００

件、前年と比べると６０４件多いです。

２番目の主な出火原因では放火で、疑い含め１４件、電気設備は１１件、コンロなどは

各１件で住宅火災の原因となっております。

３番につきましては、建物火災１１件の内、部分焼以上を載せました。はじめの３月に

あった下代継火災は全焼、２番目の夏にあったものも下代継で部分焼、３番目につきまし

ては、三内で半焼です。チラシ１枚は火災原因を載せています。１番多いのがたばこ、電

気ストーブではちょっと部屋を暖めるために、つけたままにすると、布団が端の方に寄っ

て１、２時間後、火災に繋がることもございます。今年亡くなった方の８割が高齢者で、

逃げ遅れたり燃えていることに気づかないことが多いです。高齢者世帯にストーブで洗濯

物を干すのは止めましょうなどと言いますが、一番弱点を補ってくれるのが、住宅用火災

警報器で、皆様ご存じと思いますが、火災警報器を付けてる家は、無い家と比較した場

合、被害総額が１／５と火災が小さいうちに知らせてくれて被害が少なく、守ることがで

きます。便利なものですが、設置してくださいと言ってから１０年が経ち、交換時期にな

ります。作動するのかと目線を向けていただいて、是非ご自宅に帰ってから、またお知り

合いの方達にも、しっかり火災警報器が作動しているか、点検してもらえればと思いま

す。高齢者の方などご家庭で点検が難しくて分からない方は、消防署にご連絡いただけれ

ば、防火診断をいたしますので、是非よろしくお願いいたします。

秋から３月にかけて、１２月から１月が特に救急要請が多く、令和４年には８７万２千

件の救急件数があり、東京で救急要請が始まった昭和１１年以来過去最多となりました。

昨年令和５年は、１２月前半で簡単に抜き９１万７千件という形になりました。ニュース

でやっていたと思いますが、１１９番通報で最後まで話を聞かずに電話を切ることがあり

ます。分かりやすく言うと、いたずら電話やエアコンがつかないとか、火災に繋がらない

電話については、電話を切りますというものですのでご理解願います。

駆け足で説明しましたが、秋川消防署としましても、あきる野市の安全安心を守るとい

う意味で、当事者同士、お互いの調整運営が必要でいろんな角度から取り組めればと思い

ます。ありがとうございました。

【議 長】

ありがとうございました。何かご質問ございますか。

【委 員】

説明ありがとうございました。昨年は「火災ではありません」と防災無線放送が多々あ

ったと思うが、どのような案件になりますか。

【委員代理】

自動火災報知設備というものがありまして、火災を検知するとベルが鳴るものです。こ

のベルを鳴らすと、東京消防庁の災害救急情報センター（指令室）では火災発生の指令を

受けます。火災ということで出動しますが、現地調査した結果、誤作動や作業中にぶつけ

てしまったなどが原因で自動火災報知設備が作動したもので、火災ではなかったもので

す。すぐに連絡を受ければ、指令室の方で調整できますが、連絡できなかったり、明確に

作動原因が分からないと、火災として扱います。



【委 員】

放送がクリアに聞こえにくいことがあり、地区名が聞きにくく、２文字くらいで言われ

ると分からなくて、念押しする形で言って貰えると助かります。

【事務局】

防災担当の部署で火災の時に防災無線を放送していますが、休みの日や夜間は消防署の

方で流して貰っています。放送する時は、字と番地は、丁寧に分かるようにしたいと思っ

ております。先ほどデジポリスのお話がありましたが、市の安心メールというものがあっ

て、火災放送の後、情報が活字で送られますので、是非ご加入してもらいたいと思いま

す。また、台風の時や風とか雨の音で無線の内容が聞きづらい時も活字で見れますので、

ご活用いただけると良いと思います。放送の仕方については、こちらの方で対応していけ

ればと思います。

【委 員】

携帯と家電話、どちらがよく繋がるとかありますか。

【委員代理】

どちらかがということはないです。

【議 長】

資料にあります出火原因のチェーンソーで火事になりますか。

【委員代理】

あきる野市ではないですが、燃料の蓋を開けてる状態で操作して、操作上のミスで発生

したものです。チェーンソーそのものが燃えるというのではないです。

【議 長】

ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。よろしいですか、続きまして

（４）市の取組についてですが、後でまとめてのご質問をお願いします。まず始めに地域

防災課さんご説明お願いします。

（４）市の取組について

【事務局】

資料１の方からご報告させていただきます。犯罪抑止ということで、１防犯カメラの設

置を行っております。（１）主に駅周辺の駐輪場で平成２３年度から設置しております。

現在１５台を維持管理をしております。今年度は、秋留野広場で去年の暮れに追加で２個

目を付けました。２月と３月で駅駐輪場に４つ付ける予定でございます。データの照会と

いうことですけれども、五日市署、福生署以外の署からの照会も含め、去年は９件、今年

は１月末で７件の照会がきてます。（２）今後の防犯カメラですが、令和６年度は、オリ

ンピックで使ったカメラを譲り受けておりますが、このカメラを活用し今まで付けている

古いカメラの付け替えする予定でございます。２、不審者等の情報の発信ということで、

メールけいしちょうなどで情報を得た場合には、警察署の防犯担当の方に電話で詳細を確

認し、それを子ども政策課と情報共有を常に図っております。（１）としまして、防犯協

会の役員、発生場所付近の町内会長・自治会長さんにメールけいしちょうなどと同等なも

のをＦＡＸで情報提供しています。（２）としまして、あきる野市メール配信サービスの

防災防犯のカテゴリを選んだ方へ、情報を流すようにしています。カテゴリ登録した方が

１８，７３４人で、これらの方にメールが流れるようにしています。３としまして、青色

回転灯装備防犯パトロール車、青パトと呼んでいますが、市では全庁的に、職員がパトロ

ールできるよう、青パトに乗るための講習会を開催し、実施者証を警察署から交付してい



ただくなど、署さんに協力していただいております。今年度も市の職員が講習を受け、こ

れから実施者証の交付を受けることになっています。今、市の職員約５００名うち２１９

人、４０％くらいが青パトに乗れる実施者証の交付を受けております。管理してる青パト

は、白黒のパトカーに似てるものですが、１台しかないので、今後、教育委員会に協力し

ていただいて、白黒でない車両に青色回転灯をつけて、防犯パトロールができればと思っ

ております。４、防犯パトロール活動に対する支援としまして、（１）ＰＴＡ、ボランテ

ィア団体などに、防犯パトロールで使用する、青色メッシュの防犯ベストを支給しており

ます。（２）わんわんパトロール事業ですが、令和４年４月から始め、市内に住む方が、

犬の散歩とパトロールを兼ねて活動することで、無理なく継続的に市の安全安心の取組に

参加いただけるよう、始めております。１人の方でも、日々の散歩を通じて防犯パトロー

ルに協力してくれる方をメインに参加して貰っていており、散歩する時にお渡ししたエコ

バッグを持っていただいています。狂犬病の集団予防接種が会館等で行われていますが、

そのときに参加を募り、今年は１３５人の申し込みを受けました。窓口と含めると今年度

１５８人の方が、新たに申し込みしてくださいました。市内には約４，０００頭の登録が

あるので、継続し増やしていければと思います。５、防犯啓発看板及び横断幕の設置とい

うことで、防犯意識の高揚と注意喚起をするため、不審者情報があった周辺に、不審者注

意などの木製の看板を設置しております。また観光客が多い５月と１０月に、西東京バス

車庫のフェンスに横断幕を１か月間設置しております。特殊詐欺対策として、１、自動通

話録音機の貸与を行っております。市内在住の６５歳以上の高齢者がいる世帯にお貸しし

ています。電話をかけてきた相手に通話内容が録音される警告メッセージが流れ、そのま

ま受けた側で受話器を取ると通話内容が録音されるものです。実績としまして令和４年度

は２３９台貸し出しまして、今年度については１月までに２９７台を貸し出しておりま

す。２、防災無線、あきる野市メール配信サービスによる注意喚起ですが、子どもの見守

り放送を小学生の下校時に流しておりますが、水曜日の放送では、あわせて詐欺の注意喚

起放送をしております。先ほど署からもお話がありましたが、アポ電が多く市内にかかっ

ており、警察署から放送依頼を受けたときには、行政無線で注意喚起放送をしておりま

す。また、入電があった周辺を青パトでパトロールして被害防止に取り組んでおります。

３、注意喚起チラシの配布等による啓発活動ですが、（１）年金支給日に市内の金融機関

で啓発活動では、警察署と防犯協会の方々と実施しております。（２）イベント等の市民

が集まる場所における啓発活動では、夏祭り、産業祭の時に警察署と防犯協会の皆さんと

でチラシや啓発品を配ったりしています。（３）特殊詐欺に関する注意喚起チラシを消費

生活相談関連の都補助金を活用して本日添付しましたチラシを作らせて貰いました。去年

と一昨年は担当の商工振興課が作成し、最終ページに自動通話録音機の申し込みも併せた

ものを配布しています。今回、全戸配布したところ、皆さんの目に留まり、年末年始で申

し込みが多くあり、１２月から１月で２００件以上ありました。子どもの安全対策とし

て、１、通学路等における児童等の安全確保対策では、警察署さんと教育総務課、道路管

理者の管理課と安全点検を福生署管内は２か月に１回、五日市署管内は年１回から２回く

らいの点検をしております。２、園児の移動経路など保育園児の散歩経路を警察署と一緒

に点検を行っております。３、７歳児の交通安全啓発では、カラー両面刷りのチラシのと

おり、卒園されて小学校 1年生に上がった 7歳児が一番死傷者数が突出してるデータがあ

るということで、昨年、一昨年と市内の幼稚園・保育園の年長クラスの保護者さんに配布

しています。４、中学生の交通安全教室では、スタントマンによる交通事故の再現を、市

内の市立中学校で平成２８年から行っております。年２校ずつ、生徒が卒業するまで３年

間のうち１回、受講できるよう行っております。５、自転車用ヘルメットの助成事業です

が、両面刷り白いヘルメット写真があるチラシのとおりが、令和５年度の６月から始めて

おります。新品を買った方に、上限２千円の助成をしており、６月から始めて８９４人の

ヘルメット購入費を助成しております。その他としまして、防災行政無線の内容を確認ダ

イヤルで聞くことできるので、ご利用いただけたらと思います。交通防犯係は以上です。

【議 長】

ありがとうございました。教育委員会の方お願いいたします。



【事務局】

資料２をご覧下さい、教育総務課では日頃から児童の通学時の安全のため、学校安全ボ

ランティアによる登下校見守り、警察官ＯＢを教育委員会で委嘱しスクールガードリーダ

ーとして通学路などの巡回、登下校の時間帯に市職員による防犯パトロール等を実施して

います。防犯パトロールには、可能な範囲で青パト実施者証を持つ職員が青パトを利用し

パトロールしております。また、登下校の安全確保のため、通学路を含めた市内道路の合

同安全点検や防犯カメラの設置、交通安全推進員の配置、いわゆる横断中旗振りをし、安

全に渡れるように支援する人を配置しております。またその他には、下校をお知らせする

防災無線を放送しており、その一部は令和３年度から市内小学校児童に録音をお願いし、

子どもの声による放送をお昼にしていて、下校時間をお知らせしています。この放送を聞

き、ボランティアの方が見守りしたり、散歩したりしていただいております。また、不審

者情報が届きましたら事案の状況に応じ、パトロール回数を増やしたり、学校と情報共有

し、取組を強化しています。今後もあきる野市の児童生徒の安全の取組にご理解ご協力お

願いいたします。以上教育総務課からの報告となります。

【議 長】

ありがとうございました。続いて、子ども政策課の方からお願いいたします。

【事務局】

資料３を参照下さい。あきる野市子どもの危機管理基本方針ですが、地域の宝である子

どもを主役に据えたまちづくりを推進するに当たり、地域社会全体で子どもを守り、育て

るための取組が必要不可欠であることから、子どもの安全安心を確保するための危機管理

方針を定めています。子ども・子育てを取り巻く危機につきましては、性犯罪、虐待、い

じめ、交通事故、危険薬物、スマートフォン等の普及、引きこもり等があります。基本方

針には、関係機関との連携強化と情報共有の促進があり、町内会自治会との連携、地域こ

どもリーダーとの連携、警察署等との連携、児童相談所等との連携、民生委員・児童委員

との連携、青少年健全育成関係団体との連携などと情報を共有して、子ども達を危機から

守るための取組を行っていくものです。

子どもの危機に関する情報の収集や発信、対策等の中心的な役割を担う、子ども危機管

理監官を配置しています。この危機管理官は、市の子ども家庭部長が担当しております。

この管理官の下、市の関係各課と子どもの危機管理会議を、必要に応じて実施しておりま

す。私からは以上です。

【議 長】

ありがとうございました。市の方からは様々な取組がありました。市の方にご意見など

ございますか。

【委 員】

資料３はどのような見方をすれば。

【事務局】

関係機関から各月の人数などの情報を集約しています。

【委 員】

資料以外のところで、毎年、市長、議長、教育長に要望書を出させていただいてる中

に、安心安全を守っていただきたいという要望がございまして、登下校時の見守りは、共

働きが多く、保護者では見きれないので要望書を出しています。不審者情報は件数的には

増えていないとのお話でしたが、無いわけではなく、年１８件だから毎月あるような形で

して、子どもが怖いと思ったらあげてくださいと言っているので、犯罪ではないものもあ

ると思いますが、子どもが危険に感じている状況もありますので、是非、見てもらえれば

と思っております。要望書が共有されていれば、良いなと思います。予算の関係でなかな

か対応できませんという回答はいただきましたが、毎日見てる親が言っており、事故に至



らなくても、保護者がここが怖いですと指摘しているので網羅して貰えればと思います。

同じ場所を毎年あげてる状況ですがお願いします。道路についても、横断歩道がないと話

があり、保護者が率先して立てれば良いのですけど、仕事を抱えていることで難しいで

す。信号機の設置や横断歩道の設置を要望しても横幅が足りない等、道路交通法により対

応できないと話はいただきましたが、それで終わりではなく、今より良くなるよう対応い

ただければと。不審者出没の恐れのある所には、看板を立てるとか、予算も上がってしま

うとは思いますが、防犯カメラ設置とか、できること考えていただければと思います。わ

んわんパトロールとか素晴らしいと思うんですけど、何か継続できるものを考えていただ

けるとありがたいです。

【議 長】

いろいろありましたけど、何かコメントありますか。

【事務局】

今、わんわんパトロールのお話しがありましたが、犬も家族ですので、一緒にパトロー

ルバックを持って見守り活動に参加していただければ、そういう意識を持った方が、まち

中にたくさんいることが見えることで、犯罪の抑止になると思っております。

また、いろいろと行政にといったお話でしたが、市の職員は約５００人くらいで、何も

かもといったことはできませんし、そこを誰かに頼むなど、決められた予算の中では、や

はり計画的に、必要な所からといったことになります。

そういったことから、できる人が少しずつ何かしら関わりを持っていただければと思い

ます。そんなことの動機付けの一つがわんわんパトロールになります。私も教育総務課長

をしていたときに、市の職員に、通勤時の見守り活動を腕章を付けてやってみようと声か

けを行いました。以後、８年目となりますが、学校があるときには朝、南小の学区と秋多

中の学区を腕章を付けて通勤しています。こちらから子どもに声をかけると不審者と思わ

れたりするといけないので行いませんが、たまに子どもから挨拶してくれると嬉しくて、

それが励みで続いています。何でもいいんです。下校時間にちょっと顔だけでも家から出

してみるなど、意識を持った人がまちの中にいることをアピールすることが子どもの見守

りで大切で、犯罪抑止になると思います。

【委 員】

今のお話聞いて、黄色いメッシュが学校から配られるんですけど、子どもは嫌がるんで

すが腕章なら、かっこ悪いからと子どもは嫌がらないかなと思いました。ありがとうござ

いました。

【議 長】

街中をそういうのを付けて歩くだけでも効果があるので、市民の皆様にご理解いただい

て協力いただいていければと思います。他にはございますか。

【委 員】

東日本大震災でありました、皆、まずは自分から。自分が助かったら、周りを、そして

家族を心配しよう、つまり、自分のことは自分でと言われてきました。そして、これは自

治という言葉に繋がると思うんですが、何かあったら自治意識ということが絶対必要で、

自治会長の仕事はその地域の安全安心を守り、いかにまとめるかということだと思いま

す。私は それ以上の仕事は、あてられた仕事で、断っても良いんだよというくらいの言

い方をしています。一人一人が自分のことを考えてやる、これが一番大事だと思います。

五日市防犯協会はこれをモットーにしており、災害時は、自治会長がボランティアをして

くれたり、自治会長が防犯協会役員をやってくれたり、これは基本になっております。そ

うすると地域の安全安心を守ることができ、それが安全安心に繋がるんですね。これら活

動をお手伝いしてくれるのが市役所ですけど、人数が足りないという話もありますし、や

れること、やれないことがあり、自分たちでは処理しきれない時は、市に相談という話に

なるとは思います。ここはいつも考えてまして、２６年の時、大雪が降り、交通機関等が



止まっていてたんですが、私の自治会では道路がきれいになっており、理由を調べたら、

地域のユンボ所有者がやってくれていました。このお話を市にして、市で音頭を取っても

らうよう、各自治会に聞き、その様な機械の所持者をリストアップし、有事の際、頼める

ようにしてはどうか、という話を市にしました。この様な話をまとめておくのが、自治会

連合会だと思います。最後に雪も降って、心配で早く帰りたいと思うところですけども、

ありがとうございました。

【議 長】

何か他にございますか。

【事務局】

今、雪のお話がありましたので、市の方では防災担当と道路管理部門で午前中から詰め

ているところでございます。降雪時の除雪については道路を管理する部署で、地域の業者

に頼んで実施することになると思いますが、幹線はできると思いますが、家の周りの道路

までは手が届かないところがあると思います。

私も明日朝早く起きて、自分の家のまわりを雪かきしなければと思っているんですが、

そういった一人一人の意識が大切なんだと思います。誰かに頼むだけでなく、地域の人と

して、そこに暮らす人として、やらなければならない事があると思います。そんな働きか

けを何か上手い方法で今後できたら良いと思います。これは、安全安心だけでなく、いろ

んな部門に関わることですので、考えていきたいと思います。

【議 長】

他には、まだお話ししてない方もいると思うんですが。本件のこと以外でも、何かあり

ましたら。よろしいですかね、どうもありがとうございました。それでは、皆様のご協力

で滞りなく全て終了いたしました。ご協力ありがとうございました。それでは進行を事務

局の方へお返しいたします。

【事務局】

はい皆様ありがとうございました。議長、大変お疲れ様でした。今、お話が有りました

とおり皆様のご協力のおかげで、無事に会議を終えることができました。

５ その他

【事務局】

次第５、その他ですが、ご連絡させていただきたいと思います。委員の皆様方におかれ

ましては、規則に基づきまして各団体の代表者としてこの委員を委嘱させていただいてる

ところですが、やはり年度替わりがございます。今後、年度が替わりますと、改選などが

あると思います。役員改選が有った場合には、次のお立場の方に委員をご依頼しなければ

ならないので、役員の改選などがありましたら事務局の方にお知らせいただけたらと思い

ます。

６ 閉 会

【事務局】

以上持ちまして本協議会を終了させていただきたいと思います。今後とも、あきる野

市の安全安心にお力添えをよろしくお願いします。本日は大変ありがとうございまし

た。


